
遊漁規則変更内容 
 

組合名 郡上漁業協同組合 

漁業権番号 内共第 17号 
 

 

現     行 変  更   変更理由 施行予定年月日 

（特定釣漁場） 

第８条 前条の規定にかかわらず、組合が、次の表のア欄の区域におい

て、イ欄の魚種を対象に、ウ欄の期間開設する特定釣漁場において遊

漁をしようとする場合には、エ欄の料金を組合が指定する場所におい

て納付しなければならない。 

ア区 域 イ魚 種 ウ期 間 エ料 金 

気良川の高橋下

流端から下流

800ｍまでの区域 
あまご 

 

別に定め

る期間 

１人・１kg 放流 

2,500 円／利用時

間１日 

女性、小学生以下

は 2,000 円 

20 人以上団体は１

割引 

中村谷川の③沈

砂池下流端から

上流②調整池上

流端までの区域 
あまご 

いわな 

別 に 定 め

る期間 

事前濃密放流 

2,500 円/利用時間

１日 

（女性、小学生以

下は 2,000 円） 

2,000 円/利用時間

午後 

（女性、小学生以

下は 1,500 円） 

戸谷川の井堀ため

池堰堤の下流端か

ら上流、市道戸谷

１号線１号橋まで 

あまご 

いわな 

こい 

別に定め

る期間 

事前濃密放流 

1,300 円（釣法はル

アー釣りに限る。） 

道具貸出賃込。 

持ち帰り３尾まで 

長良川の後谷川

合流点から下流

３００ｍ地点ま

で  

あまご 
別に定め

る期間 

1人・1㎏放流 

大人 2500円/日 

高校生以下 2,000

円/日 

（新  設） （新 設） （新 設） （新  設） 

【略】 

（特定釣漁場） 

第８条 前条の規定にかかわらず、組合が、次の表のア欄の区域におい

て、イ欄の魚種を対象に、ウ欄の期間開設する特定釣漁場において遊

漁をしようとする場合には、エ欄の料金を組合が指定する場所におい

て納付しなければならない。 

ア区 域 イ魚 種 ウ期 間 エ料 金 

気良川の高橋下

流 端 か ら 下 流

800ｍまでの区域 

あまご 
別 に 定 め

る期間 

１人・１kg 放流 

2,500 円／利用時

間１日 

女性、小学生以下

は 2,000 円 

20 人以上団体は１

割引 

削 除 削 除 削 除 削 除 

戸谷川の井堀ため

池堰堤の下流端か

ら上流、市道戸谷

１号線１号橋まで 

あまご 

いわな 

こい 

別 に 定 め

る期間 

事前濃密放流 

1,300 円（釣法はル

アー釣りに限る。） 

道具貸出賃込。 

持ち帰り３尾まで 

長良川の後谷川

合流点から下流

３００ｍ地点ま

で 

あまご 
別 に 定 め

る期間 

1人・1㎏放流 

大人 2500円/日 

高校生以下 2,000

円/日 

牛道川の福持橋下

流端から下流２０

０ｍ地点まで 

 

あまご 

いわな 

別 に 定 め

る期間 

１人・１kg 放流 

男性 2,500 円/半日 

男性 3,500 円/１日 

女性 2,000 円/半日 

女性 3,000 円/１日 

高校生以下無料 

【略】 

 

中 村 谷 川

は管理の委

託引き受け

先がないた

め廃止する

もの。 

牛道川は魚

釣りの普及

と地域の観

光振興及び

産業振興の

ため新設す

るもの。な

お、六ノ里地

区活性化推

進の会に管

理を委託予

定。 

 

認可の日 


